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新たな環境と調和した農業の認定制度 

「岐阜みどり農業認定制度」のシンボルマークデザインを募集します！ 
 

岐阜県では、農業による環境への負荷低減に取り組む農業者を認定する国制度の

みどり認定に、生産現場における食品安全、環境保全、労働安全等を確保するため

のＧＡＰの考え方を取り入れた県独自の認定制度「岐阜みどり農業認定制度」を 

令和８年１０月から開始する予定です。 

このたび、本制度の認定を受けた農業者が生産する農産物を消費者等に幅広く知

ってもらうためのシンボルマークのデザインを下記のとおり募集します。 

 

記 

 

１ 応募資格 岐阜県内の高校生（在学・在住） 

 

２ 応募期間 令和８年６月１６日（火）から７月２２日（水）１７時まで 

 

３ 応募作品 環境にやさしく、安全・安心な農産物を生産する農業のイメージにふ

さわしいシンボルマークデザイン(モノクロにした場合や 3cm×3cm程

度に縮小した場合も、視認できることを考慮してください) 

 

４ 応募方法 (1)提出物 

・作品のデータ（データ形式は、png、jpg、jpeg、pdfのいずれか） 

・作品のコンセプト(100 文字程度) 

(2)提出方法 

・専用応募フォームによる応募 

フォームの URL https://logoform.jp/form/T8mB/1547310  

 

５ 表 彰 等 最優秀賞（採用作品） １点 

※受賞作品の作者には、賞状の授与や記念品を贈呈する予定です。 

 

 

令和８年６月１５日（月） 岐阜県発表資料 

担当課 担当係 担当者   電話番号 

農産園芸課 環境保全農業係 猪原 
内線 4114 
直通 058-272-8428 
FAX  058-278-2692 

https://logoform.jp/form/T8mB/1547310


 

 

 

 

 

みどり認定 

 「みどりの食料システム法」に基づき、堆肥などによる土づくり、化学肥料や

化学農薬の使用の低減、温室効果ガスの排出の量の削減など農業による環境への

負荷低減に取り組む農業者を県知事が認定する制度 

 

ＧＡＰ（ギャップ） 

 Good（良い）Agricultural（農業の）Practice（実施）の略称で、「農業生産工

程管理」と訳される。食品安全、環境保全、労働安全などの観点から農業生産の

工程に潜むリスクを管理して、持続的に農業を行うための取組 

 


